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第５回千代田区特別職報酬等審議会議事録 

日 時：平成 27年３月17日（火） 

場 所：千代田区役所  

出席者：（委  員）７名（定数10名、欠席：番委員、大宮委員、塚本委員） 

（説明者）  

（事務局）政策経営部長、総務課長  

 

発言者 発言内容  

武藤会長   皆様、本日は御多忙のところ、御出席賜りまして、まことにありがと

うございます。  

 ただいまから、第５回「特別職報酬等審議会」を開催いたします。  

 本日、番委員、大宮委員、塚本委員が所用のため欠席でございます。  

 初めに、前回会議の会議録をお手元にお配りしております。皆様に御

確認をいただき、訂正等がございましたら、３月31日までに事務局に御

連絡ください。  

 本日の審議に入る前に、新たに審議会の委員の委嘱につきまして、総

務課長よりお願いいたします。  

総務課長   総務課長の清水でございます。よろしくお願いいたします。  

 昨年、連合千代田地区協議会から御推薦をいただいておりました、そ

の議長をおやりになられておりました近藤委員、当審議会の委員という

ことで御議論に御参加いただいていたのですけれども、急遽、急逝され

たということで、その話は御紹介させていただいたところでございます。 

 このたび、その近藤委員にかわりまして、同じく連合千代田地区協議

会から御推薦をいただいております、新たに荒井委員に委員になってい

ただきましたので、御紹介をさせていただきたいと思います。  

 恐縮でございます。一言お願いしてもよろしいでしょうか。  

荒井委員   こんにちは。御紹介がありましたけれども、このたび、連合千代田か

ら委員ということで御推薦いただきましてお世話になることになりまし

た、荒井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

総務課長   形式的ではございますけれども、委嘱状を。  

政策経営部長  委嘱状でございます。あえて読み上げません。  

 よろしくお願いいたします。  

荒井委員   よろしくお願いします。  

武藤会長   荒井委員、これからよろしくお願いいたします。  

 それでは、本日の審議に入りたいと思います。  

 本日は、４月１日より当審議会の設置条例である千代田区特別職報酬

等審議会条例が一部改正、施行されることにつきまして、事務局より御

説明いただきます。  

 総務課長、お願いいたします。  

総務課長   それでは、恐れ入ります。お手元にお配りしております「千代田区特

別職報酬等審議会条例の一部改正について」という資料を、お手元にご

ざいますでしょうか。御用意いただければと思います。 A4判の縦で、左

肩にクリップどめをしてございます。  

 よろしいでしょうか。 

 特別職報酬等審議会、当審議会につきましては、審議会条例に基づい

て設置して、御審議いただいているところでございます。それで、御審

議をいただいております過程の中で、今回は抜本的に見直しをしていた

だくということで、以前は額の適否、ありていに言いますと、その額が

いいか悪いか、高いか低いかということの御審議をいただいておりまし

たが、今回はその額の定め方というところから御議論をいただいていた
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ということでございます。  

 ところが、その資料の裏面をごらんいただければと思います。新旧対

照表というものをつけてございます。  

 その新旧対照表の右側のところが「旧（現行）」と書いております。条

例改正前の条例でございます。第１条の設置というところが書いてござ

いまして、ちょっと読ませていただきますと、区議会議員の議員報酬の

額並びに区長及び副区長の給料の額について御審議をいただくというこ

とで審議会を設置するとなっております。区議会議員の議員報酬、それ

から、区長、副区長、特別職の給料の額ということでした。  

 ところが、御審議いただいている中で、やはり年収ベースでいろいろ

考えなければいけないねということで、資料もいただいておりました。

給料だけではなくて、期末手当をもらっているのだね。それは幾らなの

かとか、定め方はどうなっているのかとか、退職手当もあるね。あるい

は議員さんの報酬については、ちょっと性質は違うけれども、同じよう

に期末手当であったり、政務活動費というものもあるねというお話もあ

りました。ところが、条例上はそこが規定されておりませんでしたので、

御審議の参考までにという形で会長のほうで整理していただいていたと

ころでございます。  

 やはり、その御議論をいただく上では、しっかりとここの部分も条例

上もきちんとうたって、正式な形で御議論いただけるようにという思い

が一方であったところでございます。  

 そこで、左側の「新（改正後）」というところをごらんいただければと

思いますが、区議会議員の議員報酬等の額並びに区長、副区長及び教育

長の給料等の額ということで「等」という文言を入れて、報酬あるいは

給料だけではなくて、その他もらっている給料あるいは報酬に準ずるよ

うなものについても十分御審議をいただけるという条例改正でございま

す。 

 もう一つ、今、申し上げました区長、副区長に加えまして「教育長」

という文言を新たに入れております。  

 また資料の表面に戻っていただきまして「１  改正理由」のところに

書いてございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律というち

ょっと長い名前の法律がございます。まさにいわゆる地方自治体が教育

行政を行っていく際に必要となる組織と運営に関して定まっている法律

なのですけれども、その法律が改正されまして、簡単なことを申し上げ

ますと、改正前は、地方自治体における教育長というものは、特別職的

な身分と、一般職という位置づけと、両方ありまして、正式には一般職

という位置づけであったのですけれども、これが法律改正によりまして、

区長や副区長、あるいは市長、副市長なんかと同じように、特別職とい

うふうに正式に位置づけられることになりました。  

 こうしたことも踏まえまして、区長、副区長と同じような扱いで今後、

給料等というものも御審議いただきたいということで、教育長も含めた

形の条例とさせていただいているところでございます。  

 こうした審議の対象あるいは範囲を拡大するということを踏まえまし

て、当審議会の委員の数。これも条例上は10人以内ということでさせて

いただいていたのですけれども、場合によってはふやすこともできると

いうことで、12人以内ということで、上限を２人ふやすことができるよ

うな規定に変えさせていただいたところでございます。  

 先般、議会、本会議で審議をしていただいて、議決・可決されたとい

うことでございまして、施行期日は来月、４月１日からということでご

ざいます。  

 今まで御審議いただいておりました中身、これからまたさらに抜本的

に御議論いただく中身をスムーズに御議論いただけるようにということ
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と、法律の改正とあわせて条例の改正をさせていただいたということを

御了解いただきたく御紹介させていただきました。  

 よろしくお願いいたします。  

武藤会長   どうもありがとうございました。  

 さて、報酬額等の具体的な審議ですが、条例が改正・施行される４月

以降、前回まで行ってきた審議内容に加え、新たに諮問される内容につ

いても新たな委員を加えて議論したいと思います。  

 そこで、今後のことについて少し自由に意見交換をしたらどうかと考

えておりますが、本日の審議事項としてはこれで終わりなのです。この

まま解散というのも、せっかくですので、今後の方向について少し議論

し、荒井委員も加わったことですので、これまでの経緯をこの場で十分

に御説明することは難しいかと思いますので、また事務局にお尋ねいた

だくということがあると思うのですが、今後新たに２名の委員が追加さ

れることになるわけですね。  

総務課長   そうです。可能性があるということです。  

武藤会長   まだ、それは確定ではないのですか。  

総務課長  まだ確定ではないのですけれども、少なくとも１名ないし２名はふえ

るであろうと見ざるを得ないかなというところでございまして、やはり

教育長というものも、先ほど会長からお話しくださいましたが、教育長

も新たに今度は御審議の対象に加えるということですので、では、今ま

での御議論の流れからしますと、恐らく教育長とはどんな職責なのかと

か、どういう仕事をしてもらうのか。  

 それで、今回の法律改正もありますので、簡単に言いますと、今まで

の教育長の仕事プラス法律改正された新たな教育長としての仕事みたい

なことも恐らくは御説明をしながら御議論いただくようなことになろう

かと思いますので、先ほど会長からいただきましたように、来年度にな

って改めて、教育長も含めた形の諮問をもう一度させていただいた上で、

新たに御議論いただく。そのためには、少し教育の関係のことをおわか

りになる方を少なくとも１名とは思っているのです。  

武藤会長   そういう経緯で、条例改正に伴って、この審議会の体制が少し変わる

ということですので、そうしますと、これまでの議論が全く無駄になる

わけではないと私は思いますが、これまでは額の適否だけではなくて、

定め方についてどう考えるかということを議論してきまして、区長さん

と議員さんのバランスとか、副区長さんも入れて、今度はそこに教育長

さんも入るということですから、どういう位置づけにすればいいのか。  

 それで、そういう考え方で重要なのは、一般の部長職の位置づけでは

ないかということをこれまで議論してきたわけですので、新たな委員さ

んが加わる場合と、それから、荒井委員は今回からで、これまでのそう

した経緯は十分におわかりにならないと思いますので、少し基本的なと

ころをもう一度繰り返すような議論をしながら、新しい委員さん、荒井

委員に御理解いただいた上で答申に持っていきたいと思っております。  

 そこで、これまでの経緯を踏まえて、ちょっと時間がたってしまいま

したけれども、今後の審議を進める上で何かお気づきの点とか、これま

での審議を振り返ってみて、こんなところをもう少し議論したほうがい

いとか、あるいは新たな状況になって、どんなふうに、それに対応する

ためにはどんなことを調べればいいのかということを何かお考えがあれ

ば御意見をいただければと思います。  

 特になければこれで終了したいと思いますが、いかがですか。  

 山本委員、どうぞ。  

山本委員   会長、報酬審議というのですから、この審議会が先に結論を出してあ

げて、それで条例で追加させて、審議会で認められたから条例を出すと

いうのでしたらよくわかるのですけれども、先に条例を定めたら、法律
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上から行けば、我々はいなくなってしまいますよ。何で先に条例が決ま

っていて、後から審議会に追加という、お尻を追いかけていって、金魚

のふんみたいにくっついていって、いいです、賛成ですと言ったら、我々

は何のためにいるかわからないではないですか。  

総務課長   そうではなくて、まさに審議会のほうで御議論されていた中身を、さ

らにきちんと条例上うたうということの条例改正という面もあるわけで

す。ですから、先に条例改正があってということではなくて、どちらか

といいますと、まさに山本委員がおっしゃるとおりです。 

山本委員   どちらかといいますといっても、どちらなのですか。早く言えば、こ

ういう金額がある程度定まっていないのですから、何％上げましょうと

してあげましょうと審議会で決まっていれば、それは条例改正でも何で

も、それは納得できますけれども、条例改正ができ上がって、もうやっ

ています。それで、あなたたちはくっついてきてくださいというふうに

しか見えないのです。  

武藤会長   いや、それはそうではなくて、答申についての条例改正ではなくて、

今回は教育長を政治職化、特別職化したということから法改正が行われ

て、それに伴って１点は、今度の千代田区特別職報酬等審議会が考える

べき対象として１つ加わった。これは法改正に伴うものです。  

 ところがもう一つ、ちょっと小さいですが「給料等」というふうに入

れていただいたということは、ずっと審議会で言ってきたのは、月額報

酬だけを決めても意味がないではないかということをずっと言ってきた

わけです。ボーナスもありますし、退職金もありますし、そういうこと

から、そうした全体の報酬、謝礼というのでしょうか、報酬・給料とい

うものを全体として見たほうがいいのではないか。  

 そういうことを申し上げてきたので、今回の教育長の特別職化に伴う

条例改正と同時に「給料等」という言葉を入れて全体を見るようにとい

うことが条例改正の趣旨であると思いますので。  

山本委員   ちょっと待ってください。条例改正の趣旨がそういうふうになってい

ても、要するに私が先ほど席に着いたときに、平成 27年４月１日から施

行するわけでしょう。ということは、あと 10日ぐらい過ぎたらもう終わ

りなのですよ。  

 そうしますと、今度は選挙がありますね。そうしますと、その給料な

んかは誰が決めるのですか。  

武藤会長   ここです。  

政策経営部長   今のままです。今度、選挙があって、新しい議員さんの任期が始まっ

ても、今、定められている議員さんの報酬は、報酬を決めるための条例

があるので、それは今のものを変えない限りは今のまま適用されます。  

山本委員   そうすると、我々審議会が去年、何かやっているでしょう。それがあ

る程度見えてしまって、こうですよという結論が出ていたら審議を上げ

ることができるかもしれませんけれども。  

総務課長   ですから、まだ何も結論が出ていないのです。  

武藤会長   その結論を出したわけではありません。  

政策経営部長   今、御説明をしたのは、今回の条例は、この審議会を設置するための

条例を変えたということです。  

山本委員   わかったようで、わかりませんよ。みんなわかっているのかしら。  

総務課長   ですので、額につきましてはもちろんのこと、その額の定め方も含め

て、トータルで御議論いただいている最中であるという認識です。それ

は、その御議論がさらにきちんとしやすくするための条例改正という意

味に捉えていただいても、一部としてはいいのだろうと思っています。

おっしゃるとおりであると思っています。  

山本委員   委員の皆さん、言われていることが理解できますか。 

総務課長   今回の条例の改正で額を定めてしまっているわけでも何でもありませ
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ん。 

政策経営部長   要するに、区役所の組織としての、区長の附属機関の組織としての報

酬等審議会というものがあるので、その報酬等審議会を定めますという

ものは条例が必要なので、報酬等審議会の条例があった。その審議会の

構成であるとか、審議会で決めていただくものについての条例を変えた

ということです。  

山本委員   部長の言われていることはそういうことなのですね。条例がないから

条例を定めたのだということなのですか。  

政策経営部長   いや、あったのです。あったものを変えただけです。条例があるから、

条例に基づいてこの審議会があるのです。  

山本委員   条例に基づいてやっていたら、何も変えることはないではないですか。

ただ教育長を追加しますだけでしょう。  

政策経営部長   ですから、それが、教育長を追加するために条例を変えたのです。教

育長を追加しますということも、要するに審議会の対象を。  

山本委員   だって、我々、区会議員を経験した人間なんかは、要するに通称三役

といわれている人たちは、区長、助役、それから。  

政策経営部長   昔は収入役です。教育長は、昔からいう三役ではなかったのです。そ

れで、今までは特別職でもなかったのです。  

山本委員   皆さん、わかりますか。  

松本委員   わかりますよ。常識論です。  

山本委員   常識論ですけれども、あえてそういうふうにしているのでしたら、我々

が給料の審議をやるためには、部長が言っているように、きちんとした

条例を定めてからでなければできなかったということですね。  

政策経営部長   今まで、条例に基づいて審議していただいていたのですよ。  

山本委員   だけれども、教育長はできなかったのですね。  

政策経営部長  今まではそうです。教育長の審議はしていただいていないです。  

総務課長   教育長の給料の額を決めてくださいという諮問は今までできなかった

ので、していないのです。  

山本委員   では、この中では議員とかそういう人たちがみんな決まっていて、や

るわけでしょう。  

総務課長   はい。  

山本委員   何で教育長だけが外れているのですか。  

総務課長   教育長は一般職だったのです。特別職ではないものですから。  

山本委員   50年間そうだったのですか。  

総務課長   はい。ずっとそうでした。  

政策経営部長   それで去年、地方教育行政法というものが改正されて、教育長は、今

度新たに教育長を選任するときから、これは特別職ですと。  

山本委員   今度は誰が選任するのですか。  

政策経営部長   今度は区長が推薦して、今まで教育長になる方は議会で同意いただい

ていましたけれども、教育長として御同意いただいていたのではなくて、

教育委員という特別職として御同意いただいていたのです｡それが不文

律的に、行政から出た教育委員が教育長をやるというふうになっていた

ものですから、外から見ると教育長を決めていたように見えたのかもし

れないのですけれども。 

山本委員   私はそういうふうに解釈していました。  

政策経営部長   今までは教育委員として議会の御同意を得て、千代田区の場合には教

育委員さんが５人いますけれども、教育委員さんが集まって教育委員会

という委員会ができて、その中で互選、お互いに選び合って教育長とい

うものを決めて、そのほかにも教育委員会の委員には教育委員長という

ものもいるのですけれども、今度の法律改正では教育委員長と教育長を

一緒にしたのです。ですから、教育委員を御同意いただくのではなくて、

教育長を議会で御同意いただくというのは、次の教育長を決めるときか
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らそうなりますという法律改正なのです。  

 それで御同意いただく教育長は、そういう経過を見ますと、今までは

教育委員としては特別職ですけれども、教育長としては一般職であった

ものが全部特別職になるので、報酬についても報酬等審議会の審議に基

づいて報酬を決めましょう。そういうふうにしなければいけませんねと

いうので、今回、条例改正をしたということです。  

山本委員   部長がおっしゃって、初めて理解しました。それまで理解していなく

て、教育長は三役ですから。  

武藤会長   教育長は、三役ではなかったのです。  

政策経営課長   昔、三役といっていたのは、区長、助役、収入役です。それで収入役

というものは、地方自治法が改正されて、なくなってしまったのです。

でも、何となく教育長のイメージがあって、今、何となく三役みたいな

言い方をしていますけれども、昔いっていた、先生が議員をやっておら

れたころの三役というものは教育長ではなくて収入役です。  

山本委員   待遇者会でお招きしますと、教育長もついてきますから、そうすると、

どうしても特別職なのかなと思っていたわけです。  

政策経営部長   一般職で、教育委員会事務局の事務の責任者なのです。  

山本委員   随分すごいのですね。 

武藤会長   今回の制度改正について、何か御質問とかはございますでしょうか。  

 もう決まっているのですね。  

政策経営課長   この条例は可決されて、施行されました。  

武藤会長   それで、新しい教育長さんが。  

政策経営部長   いえ、今、教育長はいらっしゃいますけれども、現在の教育長の任期

はまだ２年以上ありますので、その方の任期が終わるまでは、その方は

まだ今の、前の法律のまま、移行期間ということで、次に教育長を選ぶ

ときには特別職として議会に選任同意を得るという形になります。  

武藤会長   それはいつの予定なのですか。  

政策経営部長   今の方の任期があと２年半先まであります。  

武藤会長   わかりました。  

 いずれにせよ、ここでの特別職は区長、副区長だけであったのが、議

員さんは別ですけれども、教育長が加わってという、新三役といっても

いいかもしれませんね。新三役の額の定め方及び適否を考えるというこ

とが、新たに教育長について加わったということですね。  

 どうぞ。  

藤原委員   そうしますと、これは全国の自治体の教育長がそのような扱いになる

わけですね。  

 それで、教育委員会なるものが戦後の教育改革の中でアメリカ式のや

り方というものが入ってきて、あれは独立した、行政とは違う分野の決

定権を持っているものであるということを言われて、それは昭和 30年ご

ろでしたか、第１回目の地方教育行政法の改正がありまして、そのころ

に教育委員会の独立性というものは戦後の昭和 20年代からかなり日本式

に変わってきた。それで徐々に日本的なものになじみが薄いということ

になって、今日のようなことになったのかなと思って伺いたいのですけ

れども、一般職、特別職との関係から言いますと、そこら辺はどうなの

ですか。  

総務課長   今の藤原委員の御質問は、恐らく地方教育行政の法律の改正された背

景あるいは趣旨というところのお話なのだろうと思います。それで、特

別職、一般職というよりは、確かにお話がありましたように、その法律

はすごく長いこと改正をされないできた。若干の途中の改正はございま

したけれども、今回は非常に大きな改正である。  

 それで、その大きな改正の理由の一つは、アメリカ、日本云々という

のは確かに背景としてはあるのかもしれないのですけれども、大きな改
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正理由の一つとして聞いていますのは、やはり教育委員会というものを

もっと活発化させて、きちんとそれぞれの地方公共団体の教育行政、真

に教育行政を担うような形で議論を活発化させていきたいということで

改正するというのが、簡単に言ってしまいますと、大きな背景の一つと

してあるようです。  

 それで法律改正前は、先ほど部長が説明いたしましたように、教育委

員会の中に教育長というものと教育委員長という、それぞれ２人の頭が

いらっしゃったということで、それぞれすみ分け、役割分担はあるので

すけれども、はた目にはわかりにくいということもありまして、先ほど

説明いたしましたとおり、今回の法律改正で、これを一緒にするという

ことも改正の中身の一つとなっています。  

 もう一つは、やはり教育長は議会が同意して、区長が選任する形にな

るのですが、一方で、教育委員さんというものは別に区長がどうこうと

いう話ではありません。やるのですけれども、選挙で選ばれるわけでは

ありませんので、もうちょっと住んでいらっしゃる住民の声を直接、教

育行政に反映させたいということで、住民が選挙で選んだ首長、うちで

言えば区長です。区長と教育委員会とが、ある意味、同じテーブルに着

いて議論する場というものも新たに設けましょう。そこで住民の意見を

より教育行政に反映させましょうということもある。  

 そういった形で、簡単に言いますと、教育委員会の議論を活発化させ

て、より住民の意見を教育行政に反映させた形で教育行政を充実させて

いきたいという背景があるようです。  

藤原委員   歴史は私もある程度はわかっているつもりなのですけれども、要する

にアメリカの掲げた教育の理想というものが戦後入ってきて、日本にい

きなり移植されて、そして教育委員会制度というものが始まって、教育

委員会は公選するべきであるというものがあって、それが徐々に日本風

に変えられてきて今日があるという感じで私は眺めていました。  

 ですから、そもそもが、この教育長が特別職になるということについ

て、ある種の感慨を持ったものですから、そこら辺をお尋ねしたわけで、

日本中がそうなるわけですね。ですから、やはり長い間には変えられる

ものなのだなという思いがあります。  

山本委員   結構変わってしまって、問題ですね。  

藤原委員   私、駆け出しの記者のころ、教育委員会法の改正のとき、国会に通っ

ていましたので、その思いが余計強いのです。  

武藤会長   教育委員会の公選というものは、準公選というものは中野区が長いこ

とやっていたのです。 

 ですから、１つ重要な問題は、教育委員会にどの程度の政治力を持た

せるかということなのです。アメリカは完全に別選挙で、独立して、首

長と別に税金を徴収し、学校を運営するという仕組みになっています。

イギリスはそうではないのですけれども、一応、エデュケーション・オ

ーソリティーといって、かなり独立性を持っている。  

 日本の場合は、独立性を自治体の中でどういうふうに持つかという中

で、最近の動きは、首長さんと教育委員会が対立する動きが出てきてい

ます。それは現在の仕組みで言いますと、一応、行政委員会ですから、

ある程度の独立性を持っているのですが、ところが重要な問題は、教育

委員会が生涯学習事業をいっぱいやっているのですが、これは教育委員

会の活動範囲なのですけれども、いろいろな生涯学習といいますか、研

修とか講演会というものは自治体の首長部局もいろいろやっています。  

 教育は教育のことしか考えないということが多くて、もっと幅広くや

るということを考えているときに、首長さんからしますと、もっと教育

委員会の活動を一緒に含めたほうがいいというところもあれば、教育長

としては首長と違ってもっと、例えば学力テストの問題なんかでも、首
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長はもっと公表しろと言っているけれども、教育委員会はそれはプライ

バシーもあるから公表できないとか、逆の場合もありますが、そういう

首長部局と教育委員会との対立模様というものが生じてきました。  

 そこで、では、この教育委員会の政治力を強めたほうがいいのか、弱

めたほうがいいのかというのは難しい問題で、これまではずっと、弱め

る動きで、首長部局の中の一部門ぐらいになりつつあったものを、今度

は文科省が、どう考えたのかはよくわからないのですが、特別職にして

もらったら政治力が高まるのではないかと考えて、この法改正まで至っ

たのですが、私は果たしてそうなるだろうか。特別職ですから、むしろ

首長のコントロールのもとに置かれるのではないか。そういうふうな考

え方もあるのです。  

 ですから、この制度運用を今後どう動かしていくかは重要なポイント

になるということでして、首長の意向が強くなるということは確かなの

で、そこがどういうふうに動いていくのか。政治力が高まるのか、首長

と一体となってしまうか。今後の運営の仕方をよく見なくてはいけない

ということになるかと思います。  

 どうぞ。  

藤原委員   確かに、アメリカの影響というものがかなり薄れてきているのだとい

う感じはします。私もいろいろ思うところはあるのですけれども、いい

です。  

武藤会長   そういう経緯で教育長が加わったわけですが、荒井委員は今後どう審

議していっていいのか、よくわからないと思うのですが、民間企業で言

えば、社長さんの給料とか常務の給料とか、あるいは相談役とか、そう

いう上のほうの人の給料を一般の社員が考えるということはほぼありま

せんけれども、自治体の場合には民主主義の手続にのっとって、こうし

た専門といいますか、専門的な、中立的な立場から意見を述べて、それ

を首長が議会に提案して、議会が決めるという仕組みになっているもの

ですから、その一環の中にこの審議会があるということなのです。  

 どうぞ。  

山本委員   この12名以外「録音不能」。 

政策経営部長   決まっていないです。 

総務課長   「録音不能」。 

山本委員   今日こうやってみても「録音不能」。  

武藤会長   教育関係に詳しい方が「録音不能」。  

 これから、これまでの審議の経緯を事務局からお伝えいただく。そし

て、御理解いただくということもしていただいて、４月以降のこの審議

会で全員そろったところで、これまでの審議の経緯を振り返りつつ、新

しい議員さんが、この４月の選挙で選ばれてくる議員さん等に適用され

る額について考えていきたいと思います。  

 そういうことになるのだと思います。  

 いかがでしょうか。何かお気づきの点とか、いろいろ今後の。  

 どうぞ。  

山本委員  報酬はどういうふうに決めるのですか。まだそんな話は何も出てきま

せんけれども。  

武藤会長   これまで考えましたように、これまでもやってきましたけれども、も

ちろん物価がどう動いたのかということですね。それに対して、適否と

いうことでいけば、物価が下がっているのだから下げましょう。最近は

消費税増税も含めて物価が上がっていますからね。  

山本委員   年金は下がっていますね。  

武藤会長   はい。それで上げましょうということになると思います。それは今後、

物価の指数を見ながら考えますが、もう一つ重要なのが、定め方はどう

考えるのかということですので、そのことを、これまで見てきたように、
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世の中に区長さんとか議員さんに相当する職はありませんから、民間準

拠という発想はなかなか難しいということになりますね。民間を見なが

ら考えるということは難しいということですので、そうしますと、地方

公共団体も政府ですから、国の場合は総理大臣と議員さんとの関係はど

ういう比率か。都道府県の場合はどうか。市町村はどうか。周りの 23区

はどうなのかということを考えながら決めていかなくてはいけないので

はないかということです。  

 その際、今回の審議会で私が申し上げているのは、一般職の部長さん

と首長さんとの均衡という問題があるのではないか。それは国の場合の

次官と総理大臣の関係を重視しているという、国の検討会の意見なんか

も参考にしているということであります。そこを定め方の一つの重要な

要素として考えたらどうかということで言って、考えてきて議論してき

たということです。  

山本委員   会長、内閣では報酬審議会みたいなものがありますね。  

武藤会長   定期的なものはなくて、あくまで一時的にそうした審議会が平成９年

ぐらいでしたか。設置されたことはあります。  

山本委員   それで、その審議会が定めると全部、報酬を上げたりしていますね。  

武藤会長   特別職の場合は、人事院勧告に基づいて、それに連動されて特別職も

動かしてきたようなところもあるのですが、明らかにそれだけではない

要素があります。  

山本委員   ですから、そこのところをやらないと、人事院勧告がどのぐらいやっ

ているのか。それと我々、地方側の人たちにはどうしたらいいのかとい

う対応をやはり議員さんもよく理解しておかないと。  

武藤会長   それは東京都の場合、23区も含めて、東京都の人事委員会と、それか

ら、特別区の人事委員会がありますので、そこでどういう判断をしてい

るかということは重要な要素ということになります。それがどういうふ

うに動いてきたかは、既に資料として配付されています。  

 どうぞ。  

山本委員   事務局にお尋ねしますけれども、東京都の場合は今度、知事がかわり

ましたし、上げようとか下げようとか、内容も変わっているのですか。  

総務課長   人事委員会、国の人事院もそうですけれども、その内容というものは

毎年変わります。それは知事や市長がかわるからということとは全く関

係なく、民間の給料の額、あるいは物価等を考慮して、検討して、答申

を出す形になります。毎年違います。  

山本委員   そうすると、その勧告が出ますと、我々のほうにも影響が出てくると

いうことですね。  

総務課長   今、会長がおっしゃられましたように、特別職の給料、あるいは議員

の報酬の額を検討する上では重要な要素の一つであるということを会長

がおっしゃられました。ただ、今までもその人事委員会の勧告というも

のは、あくまでも我々一般職の給料に対しての勧告でございますので、

それが自動的に特別職の給料に連動するということではないということ

でございます。  

山本委員   よくわかりました。  

武藤会長   よろしいですか。  

山本委員   はい。  

武藤会長   いかがでしょうか。今後考えるべきことなど、御意見がございました

ら。 

 せっかくですので、一言ずつ、お一人ずつ、特になければ結構ですが、

皆さんに御意見をいただいて、きょうは終了したいと思いますが、いか

がでしょうか。  

 どうぞ。  

山本委員   もしできれば、私たちは日程を組むのに大変なのです。いろいろなあ
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れがあるので、そうしますと、次の日程をつくるときに、では、いつご

ろがいいかという予定はできないものなのですか。  

武藤会長   今後の日程については、委員さんをどうするのかということも含めて

確定した後。  

山本委員   一切事務局任せですから、やはりこちらの大もとが、会長が何月ごろ

にやるとか大まかに決めておいて、例えば５月にやる、６月にやると決

めておけば、そうするとこちらはこちらで決めればいいので、あとはみ

んな持ち回りで、いつがあいているとやっていればいいわけで、ただ漠

然として、いつやるかわからないというのが一番困るのですよ。  

武藤会長   今度の場合は、教育長さんが２年半後に実施ということも含めまして、

区長さんはこの前、選挙がありましたし、議員さんは今度の４月ですか。

ということは、議員さんは今度の４月には間に合わないことになります

から、今の制度のまま行きますね。  

 それで、答申が出て、条例が確定して、議会で承認をもらって、そこ

から実施ですから、ことし９月ごろまでに答申ができて、条例ができて、

12月に議会提案、来年３月までに可決、４月１日から実施ということに

なれば、そこで動いていくわけですね。  

 そういう日程ですので、９月までに出せるかどうかということかなと

思います。  

山本委員   聞いていますと、数合わせみたいに聞こえますから、いつごろという

ふうになれば。  

武藤会長   ですから、やはり９月を目指すのであれば、連休明けぐらいですか。

５月に第１回、そして新しい委員さんにも加わっていただいてというこ

とに時期的にはなると思うのです。  

 いかがですか。そんなことになるのですか。  

総務課長   今、会長がお話しくださいましたように、５月ということで、できる

だけ準備を進めてまいりたいと思います。また追って、会長と御相談し

ながらやってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

山本委員   ちょっと変なことを聞きますけれども、会長いいですか。  

武藤会長   はい。  

山本委員   これは、会長を決めるのは誰が決めるのですか。  

武藤会長   会長は一応、ここで互選されたということです。  

山本委員   何年前にですか。  

武藤会長   おととしの、第１回の段階です。  

政策経営部長   今回の報酬等審議会の初回のときに、皆様で互選、お互いに選んで決

めさせていただきました。  

山本委員   私は随分後から来ているものですからね。  

武藤会長   前回、私はこの審議会が３回目ですね。それで、前２回が会長でした

ので、皆さんも今回も、では、武藤さんでいいのではないかということ

で私が会長になったかなとは思います。  

山本委員   それなら了解しました。  

武藤会長   会長の運営上に問題があるのでしたら、新たに会長を選んでいただい

て。 

山本委員   いや、そういうわけではないです。互選なのか、投票なのかがわから

なかったのです。  

武藤会長   選挙ではないです。  

山本委員   この中の選ぶときにです。選び方も両方ありますからね。  

武藤会長   いかがでしょうか。  

 特に荒井委員、いかがですか。  

荒井委員   私も急遽言われまして、今、お話を聞いていましても、正直なところ、

よくまだ理解できないところが多いので、何度かお話を聞いて、それで
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も深まらないと思いますけれども、そういう制度があるのだということ

は、年はとっていますが、初めて知ったようなもので、いろいろ勉強に

はなるかなとは思います。  

 ここで報酬額を決めるのですか。基準がよくわからなくて、どれが高

いものなのか、適正なものかというのがよくわからないというのがあり

まして、私の会社で言えば役員報酬というものがありますけれども、ゼ

ロが１つ、我々がもらっている年間の給料よりは違うかなというのがい

つも漠然とあるので、そういう一員の私が報酬の審議に入ることが適正

な位置にいるのかなというのがちょっとあるのです。  

 なぜ連合側の者が入ったかという経緯も十分聞かされてはいなかった

のですが、おいおい、皆さんのお話を聞きながら議論に加われればなと

は思います。  

武藤会長   一応、各団体の代表といいましょうか、いろいろな多様な意見を聞き

ながら考えましょうということで、経営者の方々は、きょうはお休みで

すけれども、商工会議所。労働組合からは連合千代田、公認会計士の専

門家、あるいはジャーナリストの方、連合町会の会長の松本さん、それ

から、元議員さんの山本さんとか、あと、学識として私と上村先生が入

っているということであります。  

 ちょっと時間が集中的になかなかできないのですが、今回は９月にと

いうことになりますと、第１回ができた後、少し集中的に、月に１回ぐ

らいのペースでやっていったほうがいいのかもしれません。  

山本委員   そうですね。やはりある程度、余りあけてしまうと、この間は何をや

っていたのかなどと、年をとってくると思い出すのも大変ですから、ぼ

けが始まっているから困るのです。  

武藤会長   今回難しいといいますか、制度的に「給料等」と入りましたから、政

務活動費なんかも含めて考えるのかなと思うのですが、政務活動費の使

い方については、千代田区内では議会に設置されているのだと思うので

すが、政務調査研究費交付額等審査会という、これはまだあるのですね。 

 この審査会が例えば、今、新聞でいろいろと話題になっていまして、

政務活動費の領収書の使い方を、事務所費として使っていたら、自分で

事務所に使っていなかったとか、それから、本をいろいろ買ったけれど

も、それは本当に自分で使う本なのかとか。  

山本委員   切手を買った人もいますし。  

武藤会長   切手を買ってしまう人とか、千代田区議会も新聞にいろいろ取り上げ

られたりして、昨年度はそういうこともありまして、当初、議会の議員

さんに実情を聞こうではないかという話があったのですが、なかなかそ

れが動かなかったということなのです。  

藤原委員   どうして動かなかったのですか。  

武藤会長   やはり議会の側が、今はそれどころではない。政務活動費の使い方に

ついて、自分たちでしっかりと議論しなくてはいけない。そういうこと

だったのではないかと推測しております。  

 ことし、この４月に新たに議員さんが選ばれてきますので、そうした

議員さんに、これからどう活動するのかという話を聞いてもだめですし、

それもだめというわけではないですが、初めての議員さんよりもベテラ

ンの議員さんに、実際、議員活動というものは、区長とのバランスとか、

議長さんとの関係とか、特別職の関係でどうなのだろうかということは、

本当はお聞きしたいと思うのですが、受けてくれないことにはなかなか

進みませんので。  

 どうぞ。  

藤原委員   議会事務局に審査機能がある程度あるわけですね。ちゃんとワークし

ているかどうかはわかりませんが、少なくとも、その担当者に来て説明

してもらうという案もあると思うのです。  
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武藤会長   それは可能ですね。  

総務課長   ただ、議会事務局として話せるのは、正式な本会議、各種委員会とい

うことでしか話せないと思いますので、そういう意味では今まで資料と

して御提供したようなものの域をなかなか出ないのかなという気はして

おります。  

山本委員   報酬等審議会に権限はないのです。  

藤原委員  ちょっと待ってください。議会事務局は統計しかとっていないという

ことですか。  

総務課長   議員活動というものが、本会議場での本会議、あるいは委員会室の場

での委員会だけであるというふうに限定するのであれば、これまで資料

を提供したような、何回、委員会が開かれた、議会が開かれたというこ

となのだろうと思います。それは事務局としてもそういう話はできるか

もしれないのです。  

 しかし、果たして議員活動というものがそれだけなのかといいますと、

多分そうではないという中で、今までずっと御議論があったのだろうと

思うのです。その部分をどういうふうに御説明いただけるのか、いただ

けないのかというところでなかなか難しいという状況であったのだろう

と思っています。  

武藤会長   どうぞ。  

藤原委員   少なくとも、この審議会でそういうことについて一回レポートしてい

ただきたいという要請をして、蹴られればそれまでなのですけれども、

お尋ねしてみるということはいかがなのでしょうか。  

武藤会長   そうですね。それは必要であると思います。  

 どこまで説明できるかといえば、やはり事務局が説明できる範囲とい

うのは、今、説明があったのは、事務局がやらなければいけないことと

いうのは決まっているわけですが、それ以外のことについては、議員さ

んの独自の活動が非常に多いものですから、事務局が把握していたとし

ても、それをここで、この場で説明していいのかどうかです。あの議員

さんはこういった、こういうことをやっています。こちらの議員さんは

こうですとか、そこまで説明していいかどうかということも含めて、な

かなか事務局として判断しづらいのかなと思うのです。  

 教育長についても、教育長がこれまでどういう活動をしていたかとい

うことについては、参考にするという意味で、説明してもらうのがいい

のかなと思います。  

 どうぞ。  

藤原委員   それから、一般区民の立場から言いますと、今、おっしゃられた言葉

をつなぎますと、教育長さんは教育のベテランといいますか、そういう

方が何となく元校長とか地元で学校にいらっしゃったとか、そういう方

が天下り的に来られるみたいな感じを持っているのです。  

 果たして実態はそれとは違うのかどうかなどというのは、私、今まで

全然考えたことがなかったのですけれども、千代田区における教育長さ

んはどういうキャリアの方がどういうふうに御活動になったかなどとい

うこともちょっと教えていただくと。  

武藤会長   そうですね。これまでの教育長さんですね。  

 たしか、大学の先生がされているのですね。  

 違いましたか。  

政策経営部長   いえ、違います。  

藤原委員   校長先生ではないですか。  

総務課長   千代田区の場合は区の職員です。部長級であった者が教育長になるの

がこれまで多かったようです。  

 その辺も含めて、もし先ほど会長がおっしゃられたように、次回の審

議会までに事務局として、これまで教育長は御審議の対象になっていま
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せんでしたので、今、同じように教育長のこれまでの実態、キャリア、

あるいは活動というものを資料として御提供しなければいけないのかな

と思っていますので、今のものも含めまして御用意させていただこうか

なと思っております。  

山本委員   会長、資料要求をしてください。  

武藤会長   そうですね。教育長に関する資料並びに説明をお願いしますというこ

とですね。  

政策経営部長   議会についても、毎年、年間の千代田区議会活動報告というものは出

ていて、前回も前年のものはお渡ししていると思うのですけれども、次

回になれば平成26年度の活動報告は恐らく出るでしょうから、そうしま

すと、どの方がどういう委員会に属していて、その委員会が年間、どの

時期にどういう、何回開かれて、そこでどんな審議があったかというの

はおおむね見えます。  

 ですから、それは先ほど言いました本会議であるとか委員会でどんな

ことをやっているかというのは、それでは見える。あとは一人一人の議

員さんが地元に帰ってといいますか、町の中でどういう活動をされてい

るかというのは、これは議会事務局に聞いたとしても、とてもではあり

ませんけれども、全部把握しているはずがないので、お答えできない。  

 そういう意味で言いますと、議員さんの大体の活動の記録というもの

は議会活動報告を見ていただくということになるでしょうし、委員会の

それぞれの発言という話になりますと膨大な量になりますが、千代田区

議会議事録というものがホームページで公開されているので、それを見

るしかなくなるのです。それも見始めたら何時間あっても足りないので、

議会の活動報告というものを資料として提供させていただくのが一番い

いのかなと思っております。それは次回までに用意させていただけると

思います。  

武藤会長   あとは、議長さんに関して言いますと、公式の活動がいろいろとある

のではないかと思うのです。区長さんと同じように、公的な場に出席を

要請される。それについては、これは。  

政策経営部長   公表されているものについては「録音不能」。  

武藤会長   そうですね。年間、どのくらいそんなことがあるのかということなど

ですね。  

政策経営部長   御挨拶されたりとか、そういうことは「録音不能」。 

山本委員   特に今回は教育長が新しく選任されていますから、条例に載っていま

すから、教育長の資料を提供してほしいということになります。  

 そうですね。  

武藤会長   はい。そうです。  

 どうぞ。  

上村委員   今回、新しい千代田区特別職報酬等審議会条例改正後に「等」という

言葉を入れていただいたというのは、大変ここでの議論の広がりが出て

きて、それを保証する意味があったと思います。最初にこの会に参加さ

せていただいたときには、それこそ何を議論の対象にしたらいいのかが

わからず、物価がみたいな話だけでとどめなければならないかと思って

いましたら、会長、藤原委員初め、皆さんが非常にいろいろな広がりが

ある議論をされたので、ここまで「等」という言葉が入ってくるように

なったかなと思います。  

 お願いが１点です。今回の審議会になって、資料を非常に整理して出

していただいた、その資料の一覧表を、一覧だけでいいのです。一体、

何を、どういう資料を見ながら、何の議論をしたのかというのが、前回

の議事録だけですとなかなか思い出せないところもありますので、今ま

でこういう資料提供をしていただいたというものを少し出していただく

と、議論のポイントがここであったなと振り返りがしやすいかなと思い
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ますので、次回の会合のときに資料の一覧みたいなものを出していただ

けるとありがたいなと思います。  

 以上です。  

武藤会長   １回ごとに、各回ごとにはあるのですが、通しでですね。  

上村委員   題名の一覧表に「録音不能」。 

武藤会長   どうぞ。  

山本委員   毎月やっておかないと、みんな忘れてしまうのです。だから、一覧表

を頂戴というふうになるのです。なるべくでしたら、会合もすぐ終わら

ないで、月々ちゃんと決めて、それでやってもらえると皆さん記憶がイ

ンプットされるからいいと思うのです。  

武藤会長   ほかに、まだ御発言のない方。  

 どうぞ。  

平委員  今、これは次回できるかどうかわからないのですけれども、先ほどお

話にありました政務調査費の、実際にどういうことに対してお支払いし

たのかというものを見せていただきたいなと思います。  

山本委員   見られると思います。 

武藤会長   公開されていると思います。  

平委員  公開されていますか。ホームページとかですか。  

武藤会長   ホームページで見られると思います。  

政策経営部長   それは資料として提供するということでしたら、公開されているもの

を私どもで用意することは可能ですので、できる限り用意させていただ

きます。  

平委員  それを何に使っているかというのが把握していないと、次回からの議

論において、政務調査費は全くパスしていいのかとか含めるのかという

のもちょっとわからないなと思いましたので、サンプルでも何でも構い

ませんので。  

武藤会長   松本委員はいかがでしょうか。  

松本委員   暮れに脳梗塞をやって、しゃべられないので、済みません。  

武藤会長   わかりました。ありがとうございます。  

山本委員   お大事にしてください。  

武藤会長   では、ほかにいかがでしょうか。  

 藤原委員はどうですか。よろしいですか。  

 それでは、一応、本日理解しておかなくてはいけないことが決まりま

したので、本日はここまでにしたいと思いますが、よろしいでございま

しょうか。  

 （「はい」と声あり）  

武藤会長   では、次回の日程については、今後のこともありますが、事務局から、

どのように考えているか、御説明をお願いします。  

総務課長  日程につきましても、お話をいただきまして、連休明け５月というこ

とを目途にまた調整をさせていただきたいと存じます。皆様お忙しい中

で大変恐縮なのですが、よろしくお願いします。  

武藤会長   具体的な日程については、事務局と相談しながら、私の都合のいい時

間を皆様に御提案して、そこで調整していただくことにしたいと思いま

す。 

 それでは、本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございま

した。  

  

―― 了 ―― 

 

 


